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第
十
五
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
特
許
料
の
免
除
又
は
猶
予
）

第
十
五
条
の
二

特
許
庁
長
官
は
、
第
十
四
条
第
一
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
が
特
許
料
を
納
付

す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
許
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
三
年
ま

で
の
各
年
分
の
特
許
料
を
免
除
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

特
許
庁
長
官
は
、
第
十
四
条
第
一
号
ハ
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
（
同
号
イ
又
は
ロ
に
掲
げ
る
要
件
に
該

当
す
る
者
を
除
く
。）又
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
者
が
特
許
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ

る
と
認
め
る
と
き
は
、
特
許
法
第
百
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
第
一
年
か
ら
第
三
年
ま
で
の
各
年
分
の
特
許
料

の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
六
条
中
「
特
許
法
第
百
九
条
」
を
「
前
条
第
二
項
」
に
、「
二
年
」
を
「
三
年
」
に
改
め
る
。

（
商
標
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
四
条

商
標
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
審
判
官
」
を
「
、
審
判
官
及
び
審
判
書
記
官
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
す
る
。

（
特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
の
一
部
改
正
）

第
五
条

特
許
法
等
関
係
手
数
料
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
二
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
資
力
に
乏
し
い
者
）

第
一
条
の
二

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
二
の
政
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
条
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
日
に

お
い
て
、
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。

イ

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て

い
る
こ
と
。

ロ

市
町
村
民
税
（
特
別
区
民
税
を
含
む
。
次
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同
じ
。）が
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

（
所
得
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
非
居
住
者（
以
下「
非

居
住
者
」
と
い
う
。）に
あ
つ
て
は
、
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
の
合
計
額
が

通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
額
に
満
た
な
い
こ
と
。）。

ハ

所
得
税
が
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
非
居
住
者
に
あ
つ
て
は
、
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り

算
定
し
た
所
得
の
合
計
額
が
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
額
に
満
た
な
い
こ
と
。）。

二

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
、
次
条
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
日
に

お
い
て
、
イ
か
ら
ニ
ま
で
（
個
人
に
あ
つ
て
は
ロ
及
び
ハ
、
法
人
で
そ
の
設
立
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
の
確

定
申
告
書
（
法
人
税
法
（
昭
和
四
十
年
法
律
第
三
十
四
号
）
第
二
条
第
三
十
一
号
に
規
定
す
る
確
定
申
告
書
を

い
う
。）を
提
出
す
べ
き
期
限
が
到
来
し
て
い
な
い
も
の
に
あ
つ
て
は
イ
、
ロ
及
び
ニ
）
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す

る
こ
と
。

イ

資
本
の
額
又
は
出
資
の
総
額
（
資
本
又
は
出
資
を
有
し
な
い
法
人
に
あ
つ
て
は
、
通
商
産
業
省
令
で
定
め

る
額
）
が
三
億
円
以
下
の
法
人
で
あ
る
こ
と
。

ロ

設
立
の
日
（
合
併
に
よ
り
設
立
さ
れ
た
法
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
合
併
に
よ
り
消
滅
し
た
法
人
の
設
立
の
日

の
う
ち
最
も
早
い
日
、
個
人
に
あ
つ
て
は
そ
の
事
業
を
開
始
し
た
日
）以
後
五
年
を
経
過
し
て
い
な
い
こ
と
。

（
実
用
新
案
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
二
条

実
用
新
案
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
第
二
項
を
削
り
、
同
条
第
三
項
中
「
及
び
審
判
官
」
を
「
、
審
判
官
及
び
審
判
書
記
官
」
に
改
め
、
同
項

を
同
条
第
二
項
と
し
、
同
条
第
四
項
を
同
条
第
三
項
と
し
、
同
条
第
五
項
を
削
り
、
同
条
を
第
四
条
と
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
登
録
料
の
減
免
又
は
猶
予
）

第
三
条

実
用
新
案
法
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
軽
減
若
し
く
は
免
除
又
は
そ
の
納
付
の
猶
予
を

受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
氏
名
及
び
住
所
又
は
居
所

二

当
該
実
用
新
案
登
録
出
願
の
表
示

三

登
録
料
の
軽
減
若
し
く
は
免
除
又
は
そ
の
納
付
の
猶
予
を
必
要
と
す
る
理
由

２

前
項
の
申
請
書
に
は
、
申
請
人
が
生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
十
一
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
扶
助
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
一
号
の
書
面
、
そ
の
他
の
事
実
を
理

由
と
す
る
場
合
に
あ
つ
て
は
第
二
号
の
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
扶
助
を
受
け
て
い
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

二

所
得
税
に
係
る
納
税
証
明
書
そ
の
他
当
該
事
実
を
証
明
す
る
書
面

３

実
用
新
案
法
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
登
録
料
の
軽
減
又
は
免
除
は
、
次
項
に
規
定
す
る
登
録
料
の
納

付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
内
に
は
登
録
料
を
納
付
す
る
こ
と
が
著
し
く
困
難
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
場

合
に
限
り
、
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

実
用
新
案
法
第
三
十
二
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
登
録
料
の
納
付
を
猶
予
す
る
こ
と
が
で
き
る
期
間
は
、
登
録
料

を
納
付
す
べ
き
期
間
の
経
過
の
日
か
ら
三
年
以
内
と
す
る
。

（
意
匠
法
施
行
令
の
一
部
改
正
）

第
三
条

意
匠
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
五
年
政
令
第
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
項
を
削
り
、
第
三
項
中
「
及
び
審
判
官
」
を
「
、
審
判
官
及
び
審
判
書
記
官
」
に
改
め
、
同
項
を
第
二
項
と

す
る
。

ハ

法
人
税
（
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
居
住
者
（
次
条
第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
居

住
者
」
と
い
う
。）に
あ
つ
て
は
、
事
業
税
）
が
課
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
（
非
居
住
者
に
あ
つ
て
は
通
商
産
業

省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
の
合
計
額
が
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
額
に
満
た
な
い
こ

と
、
所
得
税
法
第
二
条
第
一
項
第
七
号
に
規
定
す
る
外
国
法
人
（
次
条
第
三
項
に
お
い
て
「
外
国
法
人
」
と

い
う
。）に
あ
つ
て
は
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
算
定
し
た
所
得
が
な
い
こ
と
。）。

ニ

イ
か
ら
ハ
ま
で
に
該
当
す
る
法
人
に
対
し
、
そ
の
発
行
済
株
式
の
総
数
、
出
資
口
数
の
総
数
又
は
出
資
価

額
の
総
額
の
二
分
の
一
以
上
に
相
当
す
る
数
又
は
額
の
株
式
又
は
出
資
を
単
独
で
所
有
す
る
関
係
そ
の
他
そ

の
事
業
活
動
を
実
質
的
に
支
配
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
と
し
て
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
関
係
を
持
つ
て

い
る
法
人
が
な
い
こ
と
。

第
一
条
の
二
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
減
免
の
申
請
）

第
一
条
の
三

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
二
の
規
定
に
よ
る
出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
又
は
免
除
を
受
け

よ
う
と
す
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請
書
を
特
許
庁
長
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

申
請
人
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
居
所

二

当
該
特
許
出
願
の
表
示

三

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
者
又
は
同
条
第
二
号
に
掲
げ
る
者
の
別

四

出
願
審
査
の
請
求
の
手
数
料
の
軽
減
又
は
免
除
を
必
要
と
す
る
理
由

２

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
二
第
一
号
に
掲
げ
る
者
が
前
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
場
合
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
掲
げ
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

前
条
第
一
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合

同
号
イ
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面

二

前
条
第
一
号
ロ
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合

市
町
村
民
税
に
係
る
納
税
証
明
書
そ
の
他
同
号
ロ

に
該
当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
（
非
居
住
者
に
あ
つ
て
は
、
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
書
面
）

三

前
条
第
一
号
ハ
に
該
当
す
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
場
合

所
得
税
に
係
る
納
税
証
明
書
そ
の
他
同
号
ハ
に
該

当
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
書
面
（
非
居
住
者
に
あ
つ
て
は
、
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
書
面
）

３

特
許
法
第
百
九
十
五
条
の
二
第
二
号
に
掲
げ
る
者
が
第
一
項
の
申
請
書
を
提
出
す
る
場
合
に
は
、
次
に
掲
げ
る

書
面
そ
の
他
通
商
産
業
省
令
で
定
め
る
書
面
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

Ÿ


